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議案番号 案　件　名 ページ

３６３ 東部大阪都市計画道路の変更 １

３６４ 東部大阪都市計画緑地の変更 ５

３６５ 東部大阪都市計画道路の変更 ９

３６６ 南部大阪都市計画道路の変更 １３

３６７ 南部大阪都市計画道路の変更 １７

３６８ 南部大阪都市計画道路の変更 ２１

３６９ 南部大阪都市計画道路の変更 ２５

３７０ 東部大阪、南部大阪都市計画緑地の変更 ２９

３７１ 南部大阪都市計画下水道の変更 ３３
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議 第 ３ ７ ０ 号 

総 計 第 １ ６ ６ ４ 号 

平 成 ２５年 １２月 ５日 

 

大阪府都市計画審議会会長 様 

 

大 阪 府 知 事     

 

東部大阪、南部大阪都市計画緑地の変更について(付議) 

 

 標記について、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する

同法第１８条第１項の規定により、次のように審議会に付議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第 370号 

 

東部大阪、南部大阪都市計画緑地の変更（大阪府決定） 

 

東部大阪、南部大阪都市計画緑地中、第 0－1号石川河川公園を次のように変更する。 

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番 号 緑地名 

0－1  石川河川公園 

柏原市 

円明町地内並びに円明町、玉手町及び石川町

地先 

富田林市 

喜志町一丁目、西条町二丁目、川面町一丁目、

川面町二丁目、若松町東一丁目、大字新堂、

清水町、大字北大伴、北大伴町一丁目、富田

林町、谷川町、西板持町一丁目、西板持町二

丁目、大字彼方及び錦織東二丁目地内並びに

喜志町一丁目、西条町一丁目、西条町二丁目、

川面町一丁目、川面町二丁目、大字新堂、清

水町、大字北大伴、北大伴町一丁目、山中田

町一丁目、川向町、富田林町、谷川町、大字

西板持、西板持町一丁目、西板持町二丁目、

西板持町四丁目、大字甲田、大字彼方、錦織

東一丁目及び錦織東二丁目地先 

羽曳野市 

碓井、古市、大黒、広瀬、通法寺及び駒ヶ谷

地内並びに碓井、碓井二丁目、碓井三丁目、

碓井四丁目、川向、古市二丁目、古市三丁目、

南古市一丁目、南古市三丁目、大黒、広瀬、

通法寺及び壺井地先 

藤井寺市 

道明寺三丁目及び国府二丁目地内 

南河内郡河南町 

大字山城及び大字一須賀地内並びに大字山

城及び大字一須賀地先 

約 170.6ha 

園路広場 

修景施設 

休養施設 

遊戯施設 

運動施設 

便益施設 

管理施設 

「区域は計画図表示のとおり」 

 



 

理   由 

 

東部大阪、南部大阪都市計画緑地第０－１号石川河川公園の一部

区域について、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」

（平成２４年３月策定）に基づき、公園緑地としての必要性を評価

した結果、本案のとおり都市計画の廃止を行うものである。 




